
３．運営基準等

「介護予防支援業務について」

◆介護予防支援業務マニュアル
ダウンロード･･･大分市HP＞健康・福祉・医療＞介護・障がい者・福祉＞
介護保険＞事業者の方へ＞介護サービス計画作成担当者の方へ＞介護予防
支援業務マニュアルと自己チェックリストを改定しました 
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介護予防支援の考え方

◆ 自立支援と目標達成を目指す

◆ 本人ができることは本人が行い、多様な視点で補う

◆ 「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援」を基本
とする

◆ 「目標思考的な計画」とし、サービス利用そのものを目
的としない
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アセスメント

介護予防ケアマネジメント全体図

ケアプラン原案作成

説明・同意

サービス担当者会議

モニタリング

評価

インテーク

交付
個別サービス計画の提出依頼
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サービス提供



アセスメント（課題分析）

◆ 利用者宅を訪問し、本人・家族と面接

◆ 生活全般を把握

◆ 本人・家族の意向を確認

◆ 背景・原因を分析し、将来のリスクも整理

◆ 実施状況を支援経過に記録
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ケアプラン原案作成

◆ 利用するサービスはケアプランに位置付ける

◆ 現在の課題だけでなく、将来のリスクも把握

◆ 課題の優先順位を明確にする

◆ 本人・家族の視点を反映する
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目標設定

◆ 課題から導かれる具体的な目標

◆ 評価が可能な表現にする

◆ 利用者・家族と共有できる内容
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課題・目標・総合的な方針

◆課題

◆目標

◆総合的な方針
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サービス位置づけ

◆ サービスは課題解決のための手段

◆ 利用者の希望だけで決定しない

◆ なぜ必要かを説明できるようにする
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サービス担当者会議

◆ 課題・目標・支援方針を共有する場

◆ 必要な関係者を招集して開催

◆ 結論や課題を記録に残す
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個別サービス計画

◆ 提出の依頼と支援経過記録への記載

◆ ケアプランの連動性・整合性の確認
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評価と見直し

◆ ケアプラン期間終了時や状況変化時に評価

◆ 目標達成状況を踏まえて見直す

◆ 記録として残し、次のアセスメントに反映
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その他の留意事項

◆ 医療サービスの位置づけ

◆ ケアプランの同意署名

◆５W1Hの記録
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まとめ

◆介護予防支援の目的は「自立支援」

◆ケアマネジメントプロセスの適切な
実施と記録
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• 地域包括支援センターが行う介護予防支援・介護予防ケアマネジメ
ント業務のうち、ケアプラン作成に係る一連の業務を居宅介護支援
事業所に委託すること。

※一部委託をしても、その責任主体は地域包括支援センターにある。

• 一部委託の根拠法令

介護保険法…第115条の23、47

介護保険法施行規則…第140条の35、70

大分市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

…第15条

一部委託（受託）とは

＜委託業務の内容＞
⑴アセスメント   ⑵介護予防サービス・支援計画書原案の作成
⑶サービス担当者会議の開催 ⑷介護予防サービス・支援計画書の交付
⑸サービスの提供 ⑹モニタリング
⑺評価 ⑻給付管理（※請求業務は地域包括支援センター）
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一部委託（受託）とは

＜委託可能な居宅介護支援事業所＞

1.下記①～③のいずれかの研修受講者

2.事業所内で受講者より伝達を受けた介護支援専門員

①大分市介護支援・サービス事業従事者合同基礎研修会

②大分市介護予防ケアマネジメント新任者研修会

③大分市介護予防ケアマネジメント研修会
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一部委託（受託）の流れ（事務）

大分市長寿福祉課
地域包括支援センター

運営協議会

居宅介護支援事業所地域包括支援センター

「指定介護予防支援委託（変更）の届出書」の提出

（届出）

（報告）

（委託契約）
（業務の提供）
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居宅

• 担当の利用者が要支援認定を受けた場合、「要支援者等連絡票」と「被保険者証
の写し」を包括へ送付

包括

• 「要支援者等連絡票」と「被保険者証の写し」受理

• 利用者に委託の意向確認 ※包括から一部委託を依頼する場合はここから

• 包括と利用者で契約締結（居宅と同行訪問）

• 包括と居宅で業務委託契約締結

居宅

• 「居宅介護（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届」または「介護予防
ケアマネジメント依頼（変更）届出書」、利用者から預かった被保険者証を市
に提出

包括

• 市・国保連へ委託届出書等の書類提出
※委託届出書は、年度途中で新たに委託する居宅のみ記載。

一部委託（受託）業務の流れ（例）
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居宅

• 市より「主治医意見書」「認定調査結果」「被保険者証」を受理

• 包括名が記載された被保険者証を利用者へ返却
※認定結果が出ていない場合は、後日市より利用者へ送付

• ケアマネジメントプロセス（アセスメント、ケアプラン（原案）作成）実施

包括

居宅が作成したケアプラン（原案）確認
※ケアプラン変更の場合は、サービス評価表とケアプラン（変更原案）の確認

居宅

• ケアマネジメントプロセス（サービス担当者会議、説明・同意、個別サービス計
画の提出依頼、交付）実施

• ケアプランの写しを包括へ提出

• ケアマネジメントプロセス（サービスの提供、モニタリング）実施

• 「介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）に係る請求対象者一覧表」作成、
給付実績が分かる書類とともに包括へ提出

包括
• 介護報酬の請求

居宅
• ケアマネジメントプロセス（評価）実施、サービス評価表の作成

※ケアプランの期間が終了する時、利用者の状態変化等によりケアプランの
変更が必要な時は、一連の業務を行い、ケアプランを作成すること。 38



初回加算

介護予防サービス計画を新たに作成するにあたり、新たな
アセスメント等を要することを評価する加算。

状況 算定可否 補足説明

委託元（地域包括支援センター）の
変更はないが、委託先（居宅介護支
援事業所）が変更した場合

算定不可
委託元の地域支援センター
は初めてその利用者を担当
するわけではないため

要介護⇒要支援になった利用者。要
介護の時からの担当していた居宅介
護支援事業者が引き続き担当する場
合

算定可能
要支援⇒要介護になった場
合も同様の取扱い

契約関係のみ存在していた利用者の
給付管理を初めて行う場合。

算定可能
過去2月以上、給付管理を
行っていない場合も算定可
能
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委託連携加算

地域包括支援センターが介護予防支援を外部の居宅介護支
援事業者に委託する際の情報連携などを評価する加算

※委託を開始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度とする。

状況 算定可否

一部委託先の居宅介護支援事業所が変更になる場合、委
託連携加算を算定できるか。

算定可能

委託元の地域包括支援センターが変更になる場合、委託
連携加算を算定できるか？

算定可能
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• 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書を作
成し、事前に保険者に届け出をした場合に一月
当たりの総単位数に2.1％を加算する。

• 一部委託においては、委託元の地域包括支援
センターが介護職員等処遇改善加算を算定する
場合は、委託先の居宅介護支援事業所も算定
できる。

※委託先の居宅介護支援事業所が要件を満たす
必要はない。

※地域包括支援センター側で合算した加算額以上
の賃金改善を委託先を含めて行う必要がある。

介護職員等処遇改善加算
（令和8年６月新設）



• 委託先の居宅介護支援事業所における実際
の賃金改善を把握すること

• 委託先の居宅介護支援事業所における実際
の賃金改善額または原案作成委託料として支
払った処遇改善加算相当額については、委託
先ごとに、実績報告書に記載する

実績報告書



参考

介護保険最新情報 Vol.1479 令和8年３月13日



委託契約について

○利用者が転居することが判明した場合

居宅介護支援事業所は現在の委託元の地域包括支援センターへ

連絡。

※委託元の地域包括支援センターが変更する可能性があるため。

○委託を受けた利用者を、他居宅介護支援事業所へ引き継ぐ場合

引き継ぐ前に、必ず地域包括支援センターへ連絡。

※地域包括支援センターと引き継ぎ先の居宅介護支援事業所とで

委託契約が必要（利用者を含めた契約が必要な可能性もあり）な

ため。
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